
9 章 中心市街地でストリート・パフォーマンス 
 

 

はじめに 

 

中心市街地のストリートには今、「人為的に発生するバリア」が溢れ、消費者の安全で快適な歩

行を妨げている。「人為的に発生するバリア」とは、段差など建築物の構造に起因するバリアでなく、

ストリートを利用する「人」に起因するバリアで、主要なものは次の５つである。 

 

① 放置自転車、自転車を暴走する者 

② 火を外側に向けて喫煙する歩行者 

③ 携帯電話の画面操作に夢中な歩行者 

④ 地べたに座りこむ者・横たわる者 

⑤ 投棄物・広告物 

 

 これらの「人為的に発生するバリア」に接触して歩行者が怪我やトラブルに巻き込まれた事例は多

数報道されている。例えば、日本経済新聞(2003.10.26)で紹介された2002年度の自転車対歩行者

の事故件数（警察へ届け出があったもの）は 1941 件、10 年前の 4.2 倍である。交通事故全体の同

期間伸び率が 35%であることを考慮すれば、自転車暴走は急激に増加しており、ストリートの歩行安

全性は確実に悪化している。 したがって、歩行者は中心市街地ストリートを歩く際、「人為的に発

生するバリア」に接触しないよう余計な神経を使うことを強いられている。東京都千代田区が路上喫

煙を禁止する条例制定の事例で解るように、９割以上の区民が路上喫煙禁止を願っている。しかし、

このような「人為的に発生するバリア」を禁止する条例が制定されている自治体は未だ限定的であ

る。よって、現在の中心市街地ストリ―トは歩行空間として、安全でなく快適でもない。これに対して、

郊外商業施設には「人為的に発生するバリア」はなく、商業施設併設の便利な駐車場に車を留め

た後は、商業施設内歩行空間を安全かつ快適に歩行でき、安心して消費を楽しめる。中心市街地

ストリートに「人為的に発生するバリア」を放置することは、消費者の中心市街地離れを加速する大

きな一因となっている。 

 そこで本章では先ず、中心市街地ストリートにおける「人為的に発生するバリア」の現状や発生原

因、そのバリアを抑制するための現状対策の限界を考察する。そして、中心市街地ストリートを消費

者が主体的に参加できる「パフォーマンス空間」として整備することを提案する。 

「パフォーマンス空間」を筆者は大きく２つに分類する。一つは街路市やフリーマッケット、屋台な

ど「Shop 系のパフォーマンス空間」である。この事例としては、西欧カフェ（1 章 10 頁）、高知市の街

路市（11 章 183 頁）、福岡市の屋台（11 章 186 頁）がある。もう一つはダンスやミュージック、大道芸

や祝祭など「Art 系のパフォーマンス空間」である。この事例考察は本章で行う。 

「パフォーマンス空間」は、欧米では最早しっかりと定着し、重要な観光資源・景観資源となって

いる。また、自治体はストリートでの利用・営業を許可する事業者から利用料を徴収することになる
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が、フランスのパリではこの利用料収入が市税収総額の約８％を占めると言われるように、財政難に

苦しむ地方自治体の収入源としても期待できる。このような背景から、中心市街地ストリートにパフォ

ーマンス空間を整備する効果として、次の３つを期待できる。 

 

①「人為的に発生するバリア」抑制の総合的な施策となる。 

②中心市街地に賑わいと魅力を生むソフト的な施策となる。 

③ストリート利用料収入が自治体の財源を豊かにする。 

 

１．「人為的に発生するバリア」について 

 

 「人為的に発生するバリア」を抑制するために、自治体では多くの予算や対策人員を割りあて、条

例を制定する等の施策を講じている。東京都千代田区では「安全で快適な千代田区の生活環境の

整備に関する条例」を制定し、以下に触れる取り組みを通して歩行喫煙者を激減させた。千代田区

では平成 13 年度より、「ふらっと区長室」というプログラムを実施している。当プログラムは区民と区

長が気軽に意見交換するもので、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」はこ

の「ふらっと区長室」での意見交換が条例誕生の契機となっている。当条例は 2002 年 6 月２４日に

制定、同年 10 月 1 日に施行された。千代田区では条例制定発議以前の 2002 年 2 月 22 日に同

条例の骨子案をまとめ、区民に公表して意見を募った。同年 5 月３０日までの約 3 ヶ月間に 212 件

の意見が寄せられた。その内訳は以下の通りである。 

 

賛成：１９７件（９３％） 

反対： １５件（ ７％） 

  

全体の９３％を占める賛成意見の一部を紹介すると、 

 

Ⅰ：８歳と 6歳の娘がいるが、繁華街を歩くときは、たばこを持った手が丁度、子供の顔と同じ高さに

なるので、くわえたばこで歩いている人には細心の注意を払う。「たばこを吸いながら歩いている人

がいるから気をつけなさい」と子供に注意を与える振りをして、実は歩行喫煙者に注意している。歩

行喫煙者には罰則規定を設け、なんとしても止めさせるべきだ。 

 

Ⅱ：母は喘息で、たばこの副流煙が発作のきっかけになる。私も副流煙に呼吸を妨げられたり、た

ばこの灰が目に入ったり、服に焦げがつくなどの被害を受ける。全国に先駆けて条例を制定するよ

う希望する。  

 

このように「人為的に発生するバリア」フリーの実現を願う市民は 9 割以上存在する一方で、その

対策には時間とコストが非常にかかる。歩行喫煙禁止対策の先進事例である千代田区では、同対

策に１.６億円の年間予算を割り当て、条例施行後には毎日 40 名体制で地区内パトロール実施が
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続いた。放置自転車対策については、東京都が平成 18 年 5 月 22 日に公表した「都内における駅

前放置自転車の現況について」によれば、東京都の全区市町村の平成 1６年度放置自転車対策

費用総額は１３４億円である。また、区市町村が同期間に撤去した放置自転車総数は 84.7 万台で

ある。このうち約半分の 43.1 万台が（持主が引き取りに来ない為）処分された。 

路上喫煙者と放置自転車を減らす施策として、違反者にペナルティ（撤去された自転車の引取

や歩行喫煙に数千円の過料）を課すものがある。しかし、（罪悪感の無い）違反者からペナルティを

徴収する事は非常に困難な側面がある。また、東京都公表資料が示すように、新品自転車がわず

か数千円で購入できる時代には、「自転車を放置して撤去されたらペナルティ支払（自転車の引

取）に行かず次を買えば良い」との消費者意識から各施策の効果はあまり高くはない。むしろ、ペナ

ルティ徴収はトラブルの温床となることもある。「人為的に発生するバリア」を生む違反者に注意をし

た行政担当者や市民が、違反者から暴行を受ける事件が多く報告されている。この類のトラブルを

避けるべく、行政担当者は二人以上で行動することを予算化したり、放置自転車対策は違反者へ

の注意はせず、放置された後の自転車を綺麗に並べかえるか撤去するだけの「後始末型対策」と

なる事例が実に多い。「人為的に発生するバリア」を抑制することだけを目的とした施策は時間とコ

ストが非常にかかる割に、効果は低いのが実情である。 

 ここで、中心市街地ストリートに「人為的に発生するバリア」が生じる原因を考えたい。一昔前、中

心市街地ストリートには多種多用なパフォーマンスが見られた。大人にとっては会話等を楽しむ「社

交場」であり、子供にとってはメンコやベーゴマ等を楽しむ「遊び場」としての機能がストリートには存

在した。市民はそのような「交流機能」を有するストリートに愛着をもち、特別な目的がなくてもストリ

ートをゆっくりと散策・徘徊する楽しみがあり、そこには出会いや発見もあった。しかし、現在の中心

市街地ストリートの多くは、「出発点から目的地へ単に移動するルート」にしかすぎず、消費者はそ

こに愛着も関心も持っていない。したがって、消費者は「単に移動するだけの行為」には少しでも時

間短縮を図りたく、自転車を暴走・放置することに繋がる。また、煙草や携帯電話でも手にしないと

退屈でしかたがない。このような消費者の意識を配慮せず、やみくもにペナルティ施策を打ち出せ

ば、消費者の反感や無反応は容易に想像できる。 

 そこで解決策としては、ストリートの位置付けを通行機能だけに特化した「通行空間」から、市民が

ストリートを汚したり素通りできないほど愛着と関心をもてる「パフォーマンス空間」に変えていくきっ

かけ・変える仕組みが必要である。フランスのパリなど欧米諸都市のストリートは、ストリートカフェ等

のパフォーマンス空間が美しい都市景観の重要な構成要因となっていて、消費者はそこに強い愛

着と関心をもっている。そのような歩行空間は、見知らぬ消費者同士が関心をもちあい、会釈や視

線を交わす等のゆとりを生む。ストリートには、愛着もあれば他人からの関心も視線もある。そこを汚

したり素通りはなかなかできない。また、「街づくり」は行政から付与される受動的なものから、「市民

参加」など消費者が主体的に参加するのがトレンドである。したがって、中心市街地ストリートについ

ても、行政が前面に出て禁止条例やペナルティ施策を振りかざしたり、消費者から関心をもたれな

いオブジェや植樹等をストリートに設置するよりは、消費者が主体的に参加できる仕掛けを導入す

ることが有効である。 
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２．ストリートの使用・占用に関する規制 

 

ストリート・パフォーマンス行為から徴収する利用料収入が市税収総額の約８％を占めるフランス

のパリでは、2.2m以上の歩道に 0.8m以上の歩行者通行帯を設ければ、公道でのストリート・パフォ

ーマンスの使用・占有は原則として認められる。パリに限らず西欧には、ストリートなど公共空間を市

民が交流目的で使用することを原則認めることを前提に、そこから悪影響が生じないよう、景観に配

慮する等の使用条件や条例を設定する思想が見られる。そこには、ストリート・パフォーマンスを積

極的に推進することで、都市の活性化を図ることに加え、財政力強化にも役立てる都市経営的な強

かさもある。 

一方、日本では公道をストリート・パフォーマンス空間として使用・占用する場合、次の許可を得

る必要がある。 

① 道路交通法の規定により、警察署長から道路使用許可を得る。 

② 道路法の規定により、道路管理者から道路占用許可を得る。 

 

このうち、許可を得るのが困難と言われるのが、道路交通法による道路使用許可であり、同法第７

７条第２項の許可基準は次の通りである。 

 

一．当該申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき 

ニ．当該申請に係る行為が、許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるお

それがなくなると認められるとき 

三．当該申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上や

むを得ないものであると認められるとき 

 

 日本では、公道でのストリート・パフォーマンスは第一号規定により、交通（通行）の妨害となる

おそれがあれば原則認められない。認められるのは第三号規定に該当し、第ニ号規定の条件に従

って使用する場合に限られる。第三号に該当するストリート・パフォーマンスとは、自治体が関与す

る等「公益性」の高いもの、又は「社会慣習」として既に定着しているものである。そして、第ニ号規

定により年に数回・数日限定で、通行量の少ない時間帯という条件下で開催できる。例えば、東京

箱根間往復大学駅伝競走（通称：箱根駅伝）は公益性が高いとは言い難いが約８０年継続しており、

社会慣習として定着している。そして、第ニ号規定により道路通行量が極めて少ない日時（1 月の 2

日と 3 日の朝 8時スタート）での条件で開催許可を得ている。 

パリとは対照的に日本では、公道を通行以外の目的での使用は原則として認められず、ストリー

ト・パフォーマンスは一時的に、やむを得ず認める仕組みである。この仕組みの中で、ストリート・パ

フォーマンスを推進していくには、次のような対応策が考えられる。 

 

① 「高知市の街路市」が３１０年以上の歴史を重ねてきたように、「社会の慣習」として定着させる。 

② 「福岡市の屋台」のように、屋台営業者数百名が組合として組織化（結集）し、行政と粘り強く交
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渉を続けて営業権を得る。なお、高知市の街路市においても、開市者は数百名規模で組合化

している。 

③ 構造改革特区にて、道路の使用・占有の規制緩和を行ってストリート･パフォーマンスを推進す

る。これに近い事例としては、福岡県、福岡市、北九州市が申請中の公道でのロボット歩行実

験を可能とする「ロボット特区」がある。 

④ 「徳島市のボードウォーク」ように、道路関係法の及ばない河川・公園用地を快適な歩行空間と

して整備した後に、公益性の高いストリート･パフォーマンスを推進する。 

 

３．ストリート・パフォーマンス空間の効果 

 

公共空間を利用して市民参加型まちづくりを推進するという観点から、ストリート を「パフォーマ 

ンス空間」とすることの効果を考えたい。都市公園など屋外公共施設で開催される行事・スポーツに

参加・観戦する「劇場空間」や、公民館など屋内公共施設で開催される会議・音楽会に参加する 

「インドア着席空間」と比べると、「ストリート・パフォーマンス空間」は都市居住者の参加・参入障壁

がほとんどない。その点で、「ストリート・パフォーマンス空間」の推進は市民参加型まちづくりに適し

ている。都市居住者が「劇場空間」や「インドア着席空間」に参加する場合、場所や時間、参加資格

が限定されることが多い。特に参加資格は居住者限定、招待者限定、高額チケットを購入できる消

費者限定など参加・参入障壁は高い。「劇場空間」と「インドア着席空間」は予約なしに、気軽に立

ち寄り、つまみ食い（興味のある部分、都合の良い時間帯にのみ参加）することは非常に難しい。 

これに対して、「ストリート・パフォーマンス空間」は、参加する資格・費用・場所・時間はフリーであ

ることが多く、自分の都合・興味に合わせて気軽に参加できる。つまり、予約なしに、気軽に立ち寄

り、つまみ食いが可能である。この参加・利用形態は、コンビニエンス・ストアへ毎日のように立ち寄

る現代の都市居住者には非常にマッチしている。 

 

４．Art 系パフォーマンス空間 

 

 「Art 系パフォーマンス空間」の定義を次の通りである。「Art」は癒し、安らぎ、感動など心の豊かさ

を求めるものである。よって、狭義の芸術には囚われず、消費者の心を癒し、感動を与えるパフォー

マンスは全て「Art系パフォーマンス空間」とする。国内外ストリートで多く見られる「Art系パフォーマ

ンス」は、ダンス、ミュージック、大道芸、祝祭である。これらの効果や「Art 系パフォーマンス空間」を

推進するための対応策を探るため、以下４つの「Art 系パフォーマンス空間」を考察する。 

 

① ベネチア「カルネヴァーレ」 

② 四国「お遍路」 

③ 柏市「Street Break」 

④ 全国展開される「よさこい祭り」 
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５．ベネチア「カルネヴァーレ」 

 

５－１．車の無いストリート 

  

ベネチアでは街中のストリート全てに車が進入できない。これには物理的な理由と都市経営的な

理由がある。ベネチアは人工的に創られた約１２０の狭い人工島の集積であり、各島は車で移動す

るほど広くなく、そこには長さ・幅が十分なストリートは無い。あるのは水路と裏路地レベルの狭く曲

がりくねったストリートである。かつて、ベネチアは海洋国家として栄華を極めたが、国力が衰えたの

を機に観光都市への変貌を図った。車の乗り入れ禁止は、その重要な都市経営的戦略と位置付け

られている。つまり、中世の街並み・雰囲気を保存し、街を魅力的に見せるために、生活の足であり

観光の足ともなる車を排除した。これはベネチア市民にも観光者にも大きな代償ではある。しかし、

見返りにベネチア市民は観光収入を、観光者は感動を得ることができる。 

ベネチア市内の移動手段は、水上交通を除くと「歩く」しかない。このベネチアに年間約１２００万

人の観光客が訪れる。彼らはベネチアへ何かを求めて「わざわざ歩きに行く」との見方ができる。ベ

ネチアへ訪れた観光客は一概に、「ベネチアの街には多くの感動と驚きがある」と言う。確かに、ベ

ネチアには歴史的建造物やそれを生かした中世の街並み、水際の美観など「観光資源」には事欠

かない。そのハード面での「観光資源」を十分に活かし、より魅力的に見せるのがソフト面での「観

光施策」である。それは「カルネヴァーレ」であり、自動車排除である。 

ベネチアはハード面の魅力、つまり歴史的建造物やそれを生かした中世の街並みが優れている。

それに加え、車の無い安全で快適な歩行が約束されているソフト面での魅力が人を惹きつける。ド

イツのフライブルグも同様である。フライブルグでは、黒い森や中世の街並み等ハード面の魅力を

活かすために、市街地への車の乗り入れを禁止するというソフト施策にも力をいれている。 

日本では 2003 年 9 月末時点で４５０市町村が景観条例を制定し、景観の維持・整備を推進して

いる。また、2004年には「景観法」が制定され、建物などハード面での形・高さ・色彩を整備・統一す

る流れは一層加速している。ハード面の整備が進み、外観的に美しくなる日本の街並み・ストリート

に消費者を惹きつけるには、ベネチアやフライブルグの例で明らかなように、ソフト面の推進も求め

られる。 

ソフト整備を「自動車排除」という点から観れば、日本都市では自動車の完全排除は困難である。

しかし、場所や時間にゾーンを設けた「歩車分離」、「歩行者優先」は進めたい。事例としては、歩車

分離を明確にした「コミュニティ道路」や「歩行者天国」は既に各都市で普及している。また、国土交

通省が推進している「くらしのみちゾーン」では、2003 年 6 月時点で登録された４２地区において、

歩車分離や歩行者優先などの施策を総合的に実施し、車中心から人中心のみちへの変換を図っ

ている。 

 

５－２．カルネヴァーレ 

  

イタリア語でカーニバルをカルネヴァーレ（ｃａｒｎｅｖａｌｅ）と言う。イタリア語のｃａｒｎｅ（カルネ＝肉）と
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ｌｅｖａｒｅ（レヴァーレ＝取り除く）から成っており、「肉を絶つ」が語源である。カルネヴァーレはカトリッ

ク宗教に係る祝祭（カーニバル）である。カトリック教徒は復活祭前の４０日間は肉食を絶つため、そ

の断食前の約２週間は大いに肉を食べ、酒を飲み、踊り騒ごうとの趣旨で祝祭は始まったとされる。

よって、カルネヴァーレは例年２月上旬から約２週間にわたり開催される。カルネヴァーレ期間中は

年間で一番寒い時期にも関わらず、約１００万人の観光客が訪れる。１９９０年代には１日に訪れる

観光客が１２万人に達したこともあり、ベネチア市の宿泊施設キャパシティ（ベッド数約９万床）を超

え、サンマルコ広場などに寝袋で寝る者が多数居たほどである。 

カルネヴァーレ最大のイベントは参加者の仮装を競うもので、ベネチア市では毎年、開催１ヶ月

前にその年の仮装テーマを発表する。カルネヴァーレにおける仮装の決めては仮面であり、仮面を

付けることで日常（かつては階級社会における階層）から完全に開放されることで、自由に祝祭を楽

しむ意図がある。カルネヴァーレ期間中、街のストリートや広場は仮装して明るく振舞う人で賑わう。

また、観光客も気軽にストリート・パフォーマンスに参加できるよう、街の至る所に仮装レンタルショッ

プが開かれる。 

ストリート・パフォーマンスの開催・運営に関して、地元自治体は時間的にも財政的にもかなりの

負担を負うことが懸念される。この課題について、ベネチア市では１９９２年にカルネヴァーレの運営

を民間企業 (swatch , UNITED COLORS OF BENETON の２社)に委託し、市は運営に全く支出を

しないで済ませた。一方、スポンサーとなった２社はかなりの利益を上げた（２社は約３０億リラずつ

運営資金を出し、期間中取引高は２社合わせて約１３０億リラ）と言われる。 

ストリート・パフォーマンスは自治体の負担なく街を活性化でき、地元民間企業も活性化させうる

高い効果が期待できる。 

 

６．四国「遍路」 

 

 四国「遍路」とは諸説あるが、弘法大師が修行の為に四国に渡り開いた八十八所の寺院を巡礼

する事であるその行程は約１１００ｋｍであり、四国「遍路」参加者は毎年３０万人以上である。「巡礼

の道」はキリスト教のエルサレム巡礼、イスラム教のメッカ巡礼など、宗教や文化の違い、そして時代

を超越して世界中に今も多数存在しており、日本でも千以上の巡礼地がある。同じ四国でも「三十

三所観音巡礼」は「巡礼」と言われるように、四国「（八十八所）遍路」だけが「巡礼」ではなく、「遍

路」と言われる。それは四国「（八十八所）遍路」には、寺院を巡るのと同じかそれ以上に、ストリート

（路）を巡り歩くことに価値があるからである。したがって、四国「遍路」は宗教心の有無に関わらず、

誰もが自由に参加でき、心の豊かさを十分に充たせるストリート・パフォーマンスである。 

四国「遍路」が一年を通して多くの消費者から支持される理由は、四国の温暖な気候と、四県毎

に異なる自然美と、四国への訪問者を大切にもてなす地元居住者の「おもてなしの心」にあると考

える。四国「遍路」を取り上げるメディア記事で良く言われるキーワードは、「お遍路には癒しがある」、

「地元の人が親切でその触れ合いに感動する」。例えば、地元の人はお遍路さんを見かけると、採

れたての農産物をくれたり、「よう参ってくださいました」等と励ましてくれる。人との出会い・交流が

自然に生まれるこの光景は、現代都市が喪失した一昔前のストリート・パフォーマンスである。 
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７．柏市「Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｒｅａｋ」 

 

千葉県柏市では１９７３年に柏駅東口市街地再開発事業の一環として、柏駅東口に日本では先

進的な人工地盤によるペデストリアンデッキ（柏市では「ダブルデッキ」と呼ぶ）を造った。柏市では

この「ダブルデッキ」を市民交流の場として位置付けた施策を実施しており、ここへ予想をはるかに

超える多数の若者が集まり始める。彼らは「ダブルデッキ」で歌い踊る「ストリート・パフォーマー」で

ある。彼らに対して、地元市民は「煩い」とか「街が汚れる」と排他的な反応を見せた。ここまでは日

本全国で見られる「動を求める若者と静を求める大人の対立構図」であるが、両者が共生へと歩む

出来事が立て続けに生まれる。 

 まず、「ダブルデッキ」等でストリート・ライブを継続していた１９７４年生まれの地元出身グループ

「サムシングエルス」がプロ・デビューを果たすなどブレイクする。彼らは１９９３年から「ダブルデッキ」

等でストリート・ライブを開始し、以後約 3 年間ほぼ毎日ストリート・ライブを続ける。１９９５年、「ダブ

ルデッキ」でのストリート・ライブが芸能関係者の目に留まり、プロ・デビューを果たす。彼らはプロ・

デビュー後も、「ダブルデッキ」等でストリート・ライブを継続し、彼ら目当てに２００人以上のファンが、

「ダブルデッキ」に集まるに至る。彼らのサクセス・ストーリーを見聞したアマチュア・ミュージシャンが、

「ダブルデッキ」を中心とした柏に集まり、ストリート・パフォーマーは益々増加する。 

この流れを知る柏商工会議所青年部は、1998 年に「ストリート・ブレイカーズ」の創設を企画する。

柏市在住・在勤・在校の１８～２５歳を参加条件にメンバーを公募し、約 60 名のメンバーで「ストリー

ト・ブレイカーズ」を設立した。地元の行政・市民・駅周辺商業施設関係者もこれをバックアップする

ための組織として「柏駅周辺イメージアップ推進協議会」を設立した。これら組織は、「ダブルデッ

キ」等に集まるストリート・パフォーマー達と「２２時以降はパフォーマンスしない。パフォーマンス終

了後にその場を掃除する。」等の取り決めを交わし、市民との共生が始まる。そして、同年（1998年）

にストリート・パフォーマンスの第１回目のイベント「Street Break 1998」を「ダブルデッキ」にて開催し

た。 

「Street Break」はその後、毎年開催され、イベント内容は年々充実しており、それに参加する者

（ストリート・パフォーマーとそれに触れる消費者の双方）に魅力あるものとなっている。まず、イベン

ト分野が「ストリート・ファッション・コンテスト」、「モバイルフード・コンテスト」、「ミュージック＆パフォ

ーマンス・コンテスト」と多岐にわたり、若者のストリート・カルチャー分野の大半は網羅している。ま

た、これらイベントの審査員にはマスコミやレコード会社関係者も含まれ、若きパフォーマーにはメ

ジャー・デビューのチャンスがある。更に、受賞者は柏市をホームタウンとするプロ・サッカーチーム

「柏レイソル」のホームスタジアムでの公式戦ハーフタイムにパフォーマンスを披露できる等、より注

目される舞台が用意されている。そして何よりも、他都市では「煩い」等と邪魔者扱いされがちな「ス

トリート・パフォーマー」に、「柏のストリートに行けば温かく迎えてくれる」との期待感を与える。 

このような期待感が充ちた柏のストリートには、他都市からも含めて多くの「ストリート・パフォーマ

ー」とそれに触れたい消費者が集まる。まさに、ストリート（・パフォーマンス）は、ブレイク（夢を実現）

する場となっている。 
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８．全国展開される「よさこい祭り」 

 

８－１．都市祝祭としての「よさこい祭り」 

 

日本には現在、約２４０の「よさこい祭り」がある。本家は勿論、５０年以上の歴史を有する高知県

高知市が開催する「よさこい祭り」である。祭りの由来は１９５３年に、高知商工会議所職員が隣県の

徳島市で開催される約４００年の歴史を有する「阿波踊り」を見て、１９５４年に高知市の地域活性化

を主目的として都市祝祭を企画したとされる。 

多くの都市祝祭のなかで、「よさこい祭り」がストリート・パフォーマンスとして高い効果があることを

検証するため、ここでは都市祝祭を「発生時期」、「発生ルーツ」、「ストリートでのメイン・イベント内

容」により次の３つに分類する。 

 

① １０００年前後に疫病が流行した等の時世から、宗教的な背景より生まれたもので、代表例は日

本三大祭りの京都「祇園祭り」、大阪「天神祭」である。ストリートでのメイン・イベントは、神輿や

鉾など神に相当するものが行進するなど厳格な神事・儀式である。 

② 上記よりも階級社会が進んだ１３００～１７００年頃、民衆のエネルギー・ストレスを表現（発散）す

る場として生まれ、現代の「盆踊り」という形に発展した。「阿波踊り」が代表例であり、ストリートで

のメイン・イベントは「踊り」である。踊りのスタイル、音楽、服装にはその都市の歴史や風土に基

づく厳格な決まりごと（制約）がある。 

③ 戦後に、地域活性化のイベントや観光政策として創造されたもので、代表例には「よさこい祭り」

がある。ストリートでのメイン・イベントは「踊り」ではあるが、踊りのスタイル・音楽・服装は現代的

で自由である。前者（②）と比べると「踊り」と言うよりは、「ストリート・ダンス」、「ストリート・ミュージ

ック」という位置付けである。 

 

都市祝祭は発生時期、発生ルーツ、ストリートでのメイン・イベント内容に違いはあれ、現代では

全ての都市祝祭が、地域活性化や観光政策の色合いが濃くなっている。したがって、多くの消費者

を集めることができる都市祝祭は、他都市から（模倣の）引き合いがあり、それが可能なものはどん

どん他都市へ展開される。その代表例が約２４０都市に展開されている「よさこい祭り」である。 

「よさこい祭り」が全国に普及している理由は、「踊り」の自由さにあると考える。都市祝祭を「踊り」

という観点でみると、先の分類でわかるように、神事である①には踊りはなく、②と③は「踊り」主体の

祭りである。しかし、②は踊りのスタイル・音楽・服装にその都市の歴史や風土に基づく厳格な決ま

りごと（制約）がある。これは（他都市で模倣する）汎用性に欠ける。一方、「よさこい祭り」の踊りの決

まりごとは手に鳴子をもつ等に限られ、踊るスタイルも音楽も服装も全て自由である。ロック、サンバ、

ラップ、パラパラまで何でもありで、祭りを他都市へ展開する汎用性は高い。また、この自由度は踊

り手にもあり、踊り手はほぼ同じ踊りで複数都市のよさこい祭りに参加できるメリットもある。事実、約

２４０都市に展開された「よさこい祭り」はほぼ毎週、日本の何処かしらで開かれている。 

「よさこい祭り」が全国展開される過程に触れよう。１９５４年、７５０名の参加者（踊り子）で始まった

 151



「よさこい祭り」は、１９８３年には参加者が１万人を超え、１９８９年には 1.5 万人を超えるまでに成長

した。「よさこい祭り」の他都市展開一番手は、３年後の 1992 年に札幌市で開かれた「YOSAKOI ソ

ーラン祭り」である。そのきっかけは、1991 年にすっかり著名になった「よさこい祭り」を北海道大学

の学生が高知市で見て、北海道でも同じことをやりたいと思い、地元大学生を中心に「YOSAKOI ソ

ーラン祭り実行委員会」を設立した。翌年の１９９２年 6 月から「YOSAKOI ソーラン祭り」は毎年開催

されている。 

「YOSAKOI ソーラン祭り」とは、本家となる高知の「よさこい祭り」と、北海道に古くから伝承されて

いる民謡「ソーラン節」が融合したものである。よって、踊りのルールは２つである。まず、本家「よさこ

い祭り」と同じく手に鳴子を持って踊ること、そして曲のどこか一部に「ソーラン節」を入れることであ

る。これは今後、全国展開されていく「よさこい祭り」の伝承基盤となる。つまり、踊りのルールは本家

「よさこい祭り」のルール（手に鳴子を持って踊ること）と、その都市に古くから存在する民謡なり踊り

を一部に取り入れることの２つである。 

「YOSAKOI ソーラン祭り」の企画・運営で注目される点が二つある。まず、行政が関与していない

点である。そして、観光客も飛び入り参加で踊れる「ワオドリソーラン」を設ける等の「自由度と開放

度の高さ」である。 

戦前に誕生している都市祝祭は多くの決まりごと（制約）のもとで、それを頑なに守り伝承していく

ことに価値を置いている。したがって、地元から選ばれた成人男性のみが神輿を担ぐことができる等、

参加者が限定されることが多い。また、その参加者のパフォーマンスは決まりごとを忠実に表現する

に止まり、自由度はほとんどない。しかし、「よさこい祭り」は誰もが自由に参加でき、パフォーマンス

を自由に表現できる。 

仙台市の 「みちのく YOSAKOI まつり」も前例と同様に、本家の「よさこい祭り」を見た仙台市の

大学生が１９９７年に、よさこい祭りを仙台にも展開したいと企画し、翌１９９８年 10 月から毎年開催さ

れている。 

このように、「よさこい祭り」の全国展開は行政主導でなく、市民の（特に若者の）自発的好奇心や

熱意によって次々に生まれた「市民主導型地域活性化」である。 

 

８－２．札幌市の道路整備政策と「YOSAKOI ソーラン祭り」の地域経済波及効果 

 

YOSAKOIソーラン祭りは、参加者（踊り手）数、観客動員（観光客）数とも今や本家「よさこい祭り」

を凌ぐ規模に成長している。札幌市にはストリート・パフォーマンスが普及する土壌がハード面、ソフ

ト面ともにあった。まず、幅員１０５ｍの大通り公園通りに代表される立派な道路（ハード）の存在、そ

してロマネット計画等の道路政策（ソフト）である。 

札幌市では、「札幌都心部ロマネット（ロマンチック・ストリート・ネットワーク）計画」等の道路整備

政策により、ストリート毎の空間活用方策が明確にされている。まず、道路を大きくトラフィック機能

（自動車）優先とアクセス機能（歩行者）優先に分類する。アクセス機能は更に、観光・商業・歓楽・

交流などに機能分類される。そして、各ストリートは「大通りシンボルロード」、「開拓使の道」、「開墾

と美術の道」などと命名され、個別に自然・歴史・文化などを体感できる整備を行う。なかでも、「多
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様なイベントに対応し、人々が集う交流の場」と位置付けられる「大通りシンボルロード」には、「雪祭

り」に次ぐビッグ・イベント出現が期待されていた。 

週刊東洋経済（2001.6.30）によると、２００１年に開催された「第１１回 YOSAKOI ソーラン祭り」の

地域経済波及効果は約３００億円である。「第１１回 YOSAKOI ソーラン祭り」の参加者（踊り子）数は

約４．１万人、期間中に約２０１万人の観光客が札幌を訪れ、約２０５億円を消費し、他に１００億円

近い間接効果があったとしている。 

 

９．おわりに 

 

ストリート（みち）を足早に歩く都市居住者は、「ストリートを歩くことが楽しい」事を忘れてしまった

か、知らないように見える。従来のストリート（道路）整備施策の多くは、地域活性化や集客を目的と

した観光施策・景観施策と共通した誤解が散見される。それは、「観光はハード（観せる名所）を整

備すれば集客できる」、もしくは「景観はハード（建物など目に見える物）の形・高さ・色彩を整備す

れば美化できて、それが観光資源になる」との誤解と同じように、「ストリートはハード（植樹やオブジ

ェ、ベンチなど設置される物）を整備すれば集客でき、安全で快適な歩行空間になる」との誤解で

ある。いずれにも、消費者の心を捉えるソフト面の整備・充実が欠落している。一方、本章にて取り

上げた「Art 系ストリート・パフォーマンス」の４事例は全て、誰もが自由かつ気軽に参加でき、参加

者はパフォーマンスを自由に表現できるソフト的な魅力を有している。 

ストリートのソフト面施策整備に向けて、「ソフト」の概念を解り易くするため、「ハード」と対比させ

て例示しよう。ハードを建物に代表される「物」とすれば、ソフトは Art に代表される「心」である。また、

ハードを景観に代表される「視覚」とすれば、ソフトは「五感のうち視覚に依存しない聴覚・嗅覚」で

ある。ストリートを含め、これまでの公共空間整備は、ソフトが軽視されたハード偏重志向で、「目に

見えてしっかりと存在する物」の整備を重視してきた。見方を変えれば、公共空間を整備する者は、

公共空間を歩行する者の「目にみえない感覚や心に留まる」ソフト面の重要性に気がつかなかった。

ストリートを含む公共空間整備には、このソフト面の重要性に気がつく経験・転機こそ必要である。

例えば、本章「Art系ストリート・パフォーマンス」事例でわかるように、車と歩行喫煙者の無いストリー

トは、それだけで喧騒と悪臭から開放されて都市居住者には心が安らぐ経験となる。そして、喧騒と

悪臭によって機能しなかった都市居住者の聴覚と嗅覚は本来の機能を取り戻し、その街の歴史や

生活感が漂う匂い、流れる音を感じとることができる。 

ストリートを都市居住者が車と「人為的に発生するバリア」による被害・ストレスを受けず、安全で

快適に歩行できる空間に再生しよう。それは公共空間整備の発想をハード偏重からソフト面も重視

する発想へ転換する第一歩となる。それには、誰もが自由に主体的に参加・交流できるストリート・

パフォーマンスを推進することが重要な転機となる。 
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９章は 2004 年 2 月発行アーバンスタディ「中心市街地でストリート・パフォーマンス」を加筆修正し 

たものである。  

 

2007 年５月                        都市研究センター研究員  久繁 哲之介 
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